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事案の概要

　本件は、特許第3277180号（以下「本件特許」という。）の請求項１に係る発明についての無効審判請求
（無効2015－800103号）に対する不成立審決（以下「本件審決という。」）の取消訴訟である。争点は、進歩
性、サポート要件、及び明確性である。
　なお、本件特許の特許請求の範囲は請求項１ないし11からなるところ、以下に記載する請求項１に係
る発明を「本件発明１」、本件発明１に係る明細書を「本件明細書」という。
　「【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ
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状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。」

判示事項

１　取消事由１（無効理由１についての認定及び判断の誤り）について
１.１　取消事由１－１（本件発明１の要旨認定の誤り）について

１.１.１　「二重瞼形成用テープ」である本件発明１において、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な
伸縮性を有する」合成樹脂（以下「本件構成」という。）に係る合成樹脂が「延伸」することが「二
重瞼形成」に関係するのかしないのか、いかなる形で関係するのかといった点は、本件発明１の特
許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。そうである以上、本件構成の
技術的意義の理解に当たり本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されるとい
うべきである。

これに対し、原告らは、本件審決ではリパーゼ事件判決にいう「特段の事情」に関する検討が
脱落している、本件構成に係る特許請求の範囲の記載は、その技術的意義を一義的に明確に理解
することができないというような事情はないなどと指摘して、本件審決における本件発明１の要
旨認定の誤りを主張する。

しかし、本件審決がリパーゼ事件判決の判旨を踏まえて判断していることはその記載から明ら
かである。原告らの主張は採用し得ない。

１.１.２　本件明細書の記載に基づいて検討するに、本件発明１の課題、解決手段及び作用効果によ
れば、本件発明１は、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を瞼に食い込ませて
二重瞼を形成する発明であり、本件構成はそのための「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮
性を有する合成樹脂」と解するのが相当である。そうすると、本件審決における本件発明１の要旨
認定は必ずしも適切ではないが、後記のとおり、この点は本件審決の結論の誤りをもたらすもの
ではない。

１.２　取消事由１－２（相違点の認定及び判断の誤り）について
１.２.１　本件審決の認定するところ、甲２（米国特許第4653483号公報。）には「３Ｍ社の仕様書番

号1512－３（1981年８月）のポリエチレンフィルムで形成され、湾曲したテープ細帯32に、粘着剤
がコーティングされている、二重瞼形成用テープ細帯32。」という発明（以下「甲２発明」という。）
が記載されている。また、本件発明１と甲２発明とを対比すると、両者は、「合成樹脂により形成
した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、二重瞼形成用テープ」である
点で一致し、合成樹脂について、本件発明１では「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を
有する」が、甲２発明では「３Ｍ社の仕様書番号1512－３（1981年８月）のポリエチレンフィルム」
である点で相違する。

本件審決が甲２発明並びに本件発明１と甲２発明との一致点及び相違点につき上記のとおり認
定したことについては、当事者間に争いがない。

１.２.２　甲２の記載（図面を含む。）によれば、甲２発明の「テープ細帯32」は、延伸することなく、
そのままの形状で皮膚に貼付され、貼付後もその形状が維持されることで、二重瞼を形成するも
のと認められる。そうすると、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を瞼に食い
込ませて二重瞼を形成するために「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」本件発
明１の「合成樹脂」と、延伸することなく、そのままの形状で皮膚に貼付され、貼付後もその形状
が維持されることで、二重瞼を形成する甲２発明の「テープ細帯32」の素材として用いられる「３
Ｍ社製の仕様書番号1512－３（1981年８月）のポリエチレンフィルム」とは、同一ではない。

すなわち、本件審決が認定した本件発明１と甲２発明の相違点は実質的な相違点ということが


